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市役所各課からの連絡と、火災時における協力のお願い 

 

区長、町内会長の皆様には、市役所各課の業務に関し、個別に連絡させていただくことがあり

ます。また、自治会活動に関連する場合は、事業者等へ連絡先をお知らせする場合がありますの

で、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 外部事業者より、区長、町内会長への連絡について 

道路工事等による通行止めや騒音等の連絡、または、区・町内会加入希望者の相談等、

自治会活動に必要と判断した場合に限り、区長・町内会長の連絡先を事業者へお知らせ

しています。予めご承知おきいただきますようお願いします。 

 

２ 火災時における地域集会所等利用のお願い 

火災で り災された方の一時避難場所として地域集会所等の利用をお願いしたい場合は、

区長や近隣の町内会長に、昼夜を問わず連絡させていただく場合があります。ご協力を

お願いします（令和３年度：１件、令和４～７年度：０件）。 

 

３ 火災り災後の手続について 

（１）パンフレットの配付 

火災で り災された方には、市担当者より別添のパンフレット「火事にあわれた方へ」

をお渡しし、り災証明書の発行申請、各種減免手続をしていただくようご案内します。 

区長にも参考にお配りしますので、ご参照ください。 

 

※具体的な手続きについては、裏面の「火災時における市の主な対応窓口」参照。 

 

（２）問い合わせが入った場合の対応について 

区長や町内会長へ、り災者から直接ご相談がありましたら、くらし人権課まで連絡して

いただくようご案内ください。電話番号２２-１１３４（直通） 

 

 

 

  

 

 

 

 

〔問い合わせ〕 

くらし人権課 担当 田中 ℡ 0572-22-1134（直通） 
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火災時における市の主な対応窓口 

項    目 担 当 課 直通電話 内     容 

り災者対応窓口 
くらし人権課 

本庁舎１階 
２２－１１３４ 

り災者の自治会等と連絡をとるなど、

市が対応できることについて各課の

窓口となります。 

火災の 

り災証明の発行 

南消防署 ２２－９２１７ 
火災の「り災証明書」を発行します。 

り災証明書は、税の減免、廃材の搬入

許可・火災保険の手続き等に利用でき

ます。あわせて、り災者対応表を案内

します。 

北消防署 ５６－１２３９ 

笠原消防署 ４３－４６１３ 

救援物資の支給 

災害見舞金の交付 

福 祉 課 

駅北庁舎２階 
２３－５８１２ 

日本赤十字社の救援物資（毛布と日用

品）をお届けします。 

多治見市災害見舞金規則に基づく災

害見舞金の交付手続きを行います。 

給水の停止・応急住

宅への給水開始 

上下水道総務課 

本庁舎２階 
２２－１２０３ 

り災建物への給水を停止、当面の生活

を営む応急住宅への給水を開始しま

す。 

火災で生じた廃棄物

の処理 

環 境 課 

本庁舎１階 
２２－１５８０ 

火災で発生したごみ処理について、三

の倉センターなどへの持ち込む際の

ごみ処理手数料の免除を受けること

ができます。 

市税の減免 
税 務 課 

駅北庁舎２階 

23-5830（市民税） 

23-5832（資産税） 

り災証明書に基づき、現地調査を行

い、被害の割合に応じて減免を受ける

ことができる場合があります。（市民

税・固定資産税） 

国民健康保険料 

後期高齢者医療 

保険料の減免 

保険年金課 

駅北庁舎１階 
２３－５７４６ 

火災被害により生活が著しく困窮し

保険料を納めることが困難な場合は、

申請により一定の基準で保険料が減

免になる場合があります。 

国民年金保険料の免

除・納付猶予 

保険年金課 

駅北庁舎１階 
２３－５７３６ 

被保険者の所有する住宅・家財等の概

ね 1/2以上の損害を受けた場合、申請

に基づき保険料が免除になる可能性

があります。 

介護保険料の減免 
高齢福祉課 

駅北庁舎２階 
２３－５２１１ 

火災被害により生活が著しく困窮し

保険料を納めることが困難な場合は、

申請により一定の基準で保険料が減

免になる場合があります。 

  

 


